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来年度予算案　国民に３つの害悪をもたらす
来年度の予算案は、第一に、社会保障の拡充と言って消費税増税をしながら、年金も医療も介護も生活保護も切り捨てます。第二には、財政再建と言いながら、史上最高の利益をあげている大企業に２年間で１・６兆円も税金をまけてやります。第三に、３年連続の軍拡予算で、補正予算と合わせると軍事費は５兆円を超えます。これは国民にとって害悪をもたらすだけの予算で、日本共産党は組み替え案を出しました。法人税減税の１・６兆円のばらまきをやめる。社会保障をもっと拡充する。まともな雇用のルールを確立する。沖縄の新基地建設問題も、「戦争立法」の問題もあります。

「政治とカネ」　企業・団体献金は一切禁止を

補助金を受けている企業・団体が政党に献金してはならないというのは、賄賂性をおびており、カネの力で政治を動かすというものだからです。もらう方も、１００万、２００万円くれる企業がどういう企業かも調べずに、ばれたら「知らなかった」と。「知らなかったら済むんだったら、お巡りさんいらないじゃないか」と国民はそこに怒っています。だから企業・団体献金はきっぱり即時に禁止する、パーティー券も含めて一切禁止するということが何よりも大事です。

「戦後７０年談話」　「村山談話」の引き継ぎを
安倍首相は「村山談話」を全体としては引き継ぐと言いますが、「村山談話」の核心部分である「国策を誤って」「植民地支配と侵略を行ったことを反省しおわびする」を引き継ぐかと何度問われても、「引き継ぐ」と言いません。事実上、過去の侵略戦争を肯定する立場に立っています。これは、戦後、世界政治、日本政治の出発点を根本から否定すると言うことです。そんな談話は絶対に出すべきではありません。アジアだけでなくて世界からも孤立します。そういう方向は絶対にやってはならないというのが日本共産党の立場です。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
政党助成金も廃止　「やろうと思えばすぐやれる」
政党助成金ができてから２０年たちますが、日本共産党以外の党に６３１１億円配られています。このため年末になると政党の離合集散がおこるわけです。「今、わしは何党かねと、秘書に聞き」というくらい、どこの党かわからないようになってきています。これは政治的退廃の極みです。企業・団体献金と一緒に政党助成金もきっぱり廃止すべきです。

安保法制　自衛隊が海外へ、「戦争立法」やめよ
アフガン戦争やイラク戦争の時にも日本は自衛隊を派兵しました。しかし少なくとも、「戦闘地域にはいかない」「武力行使はしない」という歯止めがあったのに、それを全部取り払い、戦地にも出かけて、米軍などへの軍事支援を行います。今度、「周辺事態」という概念までなくして、地球の裏側まで行きます。それからアメリカの先制攻撃の侵略戦争であっても、集団的自衛権を行使します。一言でいうと、いつでも、どんなところにも、どんな戦争にも、自衛隊が海外に出て行き軍事支援することができると言う事です。これは憲法９条を根本から否定するものであって、日本共産党は「戦争立法」と呼びます。こういう立法化はやめるべきです。

参院選挙制度改革　選挙制度は比例代表中心に
選挙制度というのは、どの党にとって有利か不利かではなくて、国民の投票が議席に鏡のように反映されるというのが一番望ましいです。それには比例代表を中心にした選挙制度だと日本共産党は考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐｐ（以上は３月１５日のＮＨＫ日曜討論の市田副委員長の発言を基に作成）
日本共産党の桑名市における３大要求「国保税の引下げ」、「子どもの医療費の窓口無料化」、「小学校にエアコンの設置」
桑名市議会　予算案委員会で否決、討論を通告（３月１７日）
来年度一般会計予算案が付託された全ての常任委員会で否決されました。伊藤市長は「議会の意思として重く受け止める。対応を協議し、成立を目指していく」とコメントしているようです。日本共産党桑名市議団は、ボールを投げ返したわけであり、市側の対応を見たいと考えています。反対の意思表示した議会側から修正案を出すべきではないと判断しています。

５５議案中、３５議案に反対の討論を通告しました。全体を通して、福祉の心はなく、ブランド推進の予算であり、提案されている５５議案中、農業集落排水事業特別会計を除く来年度予算９議案と、今年度補正予算のうち２つの一般会計（執行の精査とバラまきの地方創生）を含む７議案、条例制定３議案、条例の一部改正１５議案、条例の廃止１議案の合計３５議案に反対します。
代表質疑
　１、市長提案説明から（施政方針・市政運営方針及び新年度当初予算等について）（１）「地方創生」について
安倍首相の暴走が止まりません。ついには「政治とカネ」の問題が噴出してきました。
　「アベノミクス」と昨年４月からの消費税増税の失政は明らかです。「アベノミクス」による人為的に作り出された円安・株高のメリットは、東京などの大都市に本社を置く大企業や資産家にしか表れていません。地方へ行けば（桑名もそうですが）家計も中小企業の経営も厳しいという対極的な状況が広がっています。だから、安倍首相は消費税の第二段の引き上げが出来ず、「地方創生」（ローカルアベノミクス）を言わざるをえなくなってきたのです。
　地方創生関連予算は「地方創生関連法案」（まち・ひと・しごと創生法及び地域再生法の一部改正）によるものであり、来月４月の統一地方選挙対策（桑名は昨年終わりましたが）であると言われています。そして、注意しなければならないのは、この裏には地方分権改革の検討、国家戦略特別区制度の推進や道州制がある事です。
　その前段として昨年５月に「増田レポート＝消滅可能性都市」が出され、大きな不安を国民に抱かせました。消滅が避けがたい自治体では周辺にある地域拠点都市との連携を進め、拠点都市に行政投資や経済機能の選択と集中をすべきだとしています。
　この様な「自治体消滅」の脅迫（増田レポート）と「地方創生」予算を餌に「国家戦略特区」「分権化」「出先機関改革」「地方財政改革」及び道州制の前提となる中枢都市、広域都市圏をハードの面（国土計画）、ソフトの面（地方行財政制度）の両面で構築する方向が打ち出されてきました。
　地域再生法の一部改正では、コンパクトシティの推進、企業誘致とインフラの一体的整備など国主導の開発への条件整備がなされようとしています。地方再生は、安倍政権がめざす日本の国のかたちや将来にとって重要な戦略課題として位置づけられ、安倍流富国強兵国家作りの一環としての地方制度及び国土計画の再編です。経団連は、ＰＦＩやＰＰＰによる民間参加などにより地域経済を活性化さることを求めています。伊藤市長は国の政策の先取りをしています。
　こんな安倍首相の「地方創生」で、地域や地方自治の未来は開けるのでしょうか。市長は所信の中で、①　国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」と言いますが、対応は十分でしょうか。地方自治体に国と同様の「総合戦略」を作る義務が発生しましたが、ここに桑名独自のものとして何を書こうとしていますか。②「今後も地方への多様な支援と切れ目のない施策の展開を行っていただくよう期待を寄せる」と言っていますが、その意味するところは何ですか。市長の「地方創生」についての考えをまず伺いたいと思います。

（２）「公民連携」の考え方について
桑名市は民間委託の色んな形態がそろったデパートの様なものです。地方独立行政法人の病院があり、ＰＦＩの図書館があり、指定管理者制度はいたるところに導入されています。これからもどんどん役所の業務の民間委託が進められようとしています。
　桑名市がこれから、三重大に変わってか知恵を得ようとしている「東洋大学の公民連携講座」では、現在インフラ老朽化問題が議論されており、「先輩から、豊かなインフラと健全な財政を受け継ぎながら、子どもたちには、老朽化したインフラと破たん寸前の財政を残そうとしている。ＰＰＰはこの矛盾を解決するための有用な手法である。」と述べています。（Public/Private Partnership）
　「公民連携」の本質は「自治体の民間化」であり、安い小さな役所づくりだと思います。「自治体の民間化」とは、自治体の組織や運営のあり方について民間企業（営利企業）の手法を取り入れたり、運営そのものを民間企業に委ねたりすることであり、「公民連携」には反対です。
　人間の暮らしは、すべてが市場経済でまかなえるものではありません。人間としてよりよく生きるための営みや、市場競争に耐えられない人々の生活を支える公共サービスの数々は、市場原理とは本来的に相いれない領域です。この領域を今まで支えてきたのが国や自治体の仕事でした。
　① 「公民連携」の基本的な考えと②財政面だけが全面に出て市民サービスの低下に繋がらないか、４つの事業について具体的に示してください。
　１つは「駅西土地区画整理事業」についてです。昨年３つの方針が出されましたが、民活、土地の高度利用、メリハリのある予算はどうなっていますか。計画は出来ていますか。２つは「健康増進施設の整備」は破綻したＰＦＩの活用です。ＰＦＩ神話に毒されていませんか。３つはゴミ収集業務の平成２９年度からの全面委託、４つは学校給食の今年度３校での民間委託です。かなり前に決められた（前市長時）集中改革プラン、人員適正化計画の推進であるようですが、無理はないのでしょうか。伊藤市長の「公民連携」の考え方について質問します。
【コメント】代表質疑でありながら、伊藤市長からの直接の答弁はありませんでした。何とか再質問で一部答えさせました。

今回は、主要２質問の詳細について掲載しました。当局の答弁については次回以降になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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